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大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表 
○ 大阪市廃棄物の減量推進及び適正処理並びに生活環境の清潔保持に関する条例（平成５年条例第４号） 

（傍線の部分は改正部分） 

改  正  後 現     行 

目次 

第１章－第３章 （略） 

第３章の２ 一般廃棄物処理施設の設置等に係る縦覧等の手続等

（第23条の２の14―第23条の６の２） 

第３章の３－附則 （略） 

 

   第３章の２ 一般廃棄物処理施設の設置等に係る縦覧等の手続

等 

 

（他の市町村の長との協議等） 

第 23条の６ （略） 

 

（技術管理者の資格） 

第 23条の６の２ 法第 21条第３項の条例で定める資格は、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律施行規則（昭和 46年厚生省令第 35号）

第 17条第１項に定める資格とする。 

目次 

第１章－第３章 （略） 

第３章の２ 一般廃棄物処理施設の設置等に係る縦覧等の手続（第

23条の２の14―第23条の６） 

第３章の３－附則 （略） 

 

   第３章の２ 一般廃棄物処理施設の設置等に係る縦覧等の手続 

 

 

（他の市町村の長との協議等） 

第 23条の６ （略） 

 

 （新設） 


